
総社市児童年金条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和３年９月９日 

 

                                       総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第３６号 

 

総社市児童年金条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 総社市児童年金条例施行規則（平成１７年総社市規則第６８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中様式の表示に下線が引かれた様式（以下「移動様式」という。）を当該移動様式に対応する同表の改正後の欄中様式の表示に下線が

引かれた様式とする。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

様式第１号（第２条関係） 

 （別紙のとおり） 

 

様式第３号（第４条関係） 

 （別紙のとおり） 

 

様式第４号（第５条関係） 

 （別紙のとおり） 

 

 

様式第１号（第２条関係） 略 

 

 

様式第３号（第４条関係） 略 

 

 

様式第４号（第５条関係） 略 

 

 

   附 則 

この規則は，令和３年１０月１日から施行する。 



 



様式第１号（第２条関係） 

児童年金支給申請書 

年  月  日   

 

 総社市長      様 

 

申請者氏名              

 

 次のとおり児童年金の支給を申請します。 

申

請

者

 

氏

名

 

 

住所 

電話（    ） 

 

性別  

生年

月日 

 本籍  

受

給

該

当

児

童

 

氏 名 続柄 性別 生 年 月 日 同居・別居の別 住 所 備考 

   ・ ・   

 

   ・ ・   

   ・ ・   

   ・ ・   

   ・ ・   

父

又

は

母

の

状

況

 

区 分 父 の 状 況 母 の 状 況 

氏 名   

生 年 月 日 ・   ・ ・   ・ 

申

請

の

原

因

 

条例第４条第１

項 第 １ 号 該 当 

１ 交通事故死 

２ 災害事故死 

３ 病 死 

４ その他 

１ 交通事故死 

２ 災害事故死 

３ 病 死 

４ その他 

条例第４条第１

項 第 ２ 号 該 当 

１ 生死不明 

２ 遺 棄 

１ 生死不明 

２ 遺 棄 

事実の発生年月日 ・   ・ ・   ・ 

事

項

 

※

決

定

 

支 給 開 始 年 月 該 当 児 童 数 申請年度の年金額 年 金 額 

 

人 円 円 

 ・父又は母の状況の欄は，申請の原因となった者のみについて記入してください。 

 ・※印の欄は，記入しないでください。 



様式第３号（第４条関係） 

 

児童年金受給資格喪失届 

 

年  月  日   

 

 総社市長      様 

 

受給者 住 所              

氏 名              

 

 児童年金の受給資格が喪失したので，お届けします。 

 

資格該当児童  

喪 失 年 月 日  

喪 失 事 由  

備 考  

 



様式第４号（第５条関係） 

 

変 更 届 

 

年  月  日   

 

 総社市長      様 

 

受給者 住 所                

氏 名                

 

 

 児童年金受給について変更があったので，お届けします。 

 

 

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日 

受 給 者    

資 格 該 当 

児     童 

   

備 考    

 


